
独立行政法人労働者健康福祉機構中期計画 

〔平成２１年３月３１日厚生労働省発基労第０３３１００２号により厚生労働大臣認可〕 

 
独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２９条第１項の規定に基づき、平

成２１年２月２７日付けをもって厚生労働大臣から指示のあった独立行政法人労働者健康
福祉機構の中期目標を達成するため、同法第３０条の定めるところにより、次のとおり、
独立行政法人労働者健康福祉機構中期計画を定める。 
平成２１年２月２７日 

独立行政法人労働者健康福祉機構 
理事長  伊藤 庄平 

前 文 
独立行政法人労働者健康福祉機構（以下「機構」という。）は、国の労働政策の一翼を

担う実施機関として、労働者の健康と福祉の増進に寄与するため、本中期目標期間を独立
行政法人にふさわしい業務運営体制の発展期として位置付け、この中期計画に基づき、効
率的かつ効果的な業務運営に取り組むことにより、中期目標の達成を図る。 
 
第１ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた

めとるべき措置 
 
Ⅰ すべての業務に共通して取り組むべき事項 

業績評価の実施、事業実績の公表等 
(１) 外部有識者による業績評価委員会を年２回開催し、事業ごとに事前・事後評価
を行い、業務運営に反映させる。また、業績評価結果については、インターネッ
トの利用その他の方法により公表する。 

(２) 毎年度、決算終了後速やかに事業実績等をインターネットの利用その他の方法
により公開することにより、業務の透明性を高めるとともに、広く機構の業務に
対する意見・評価を求め、これらを翌年度の事業運営計画へ反映させることを通
じて、業務内容の充実を図る。 

 
Ⅱ 各業務において取り組むべき事項 
１ 労災疾病等に係る研究開発の推進等 
(１) 労災疾病等に係る臨床研究の着実な実施 

中期目標に示された１３分野ごとに別紙１のとおり研究テーマを定め労災疾病
等に係るモデル医療やモデル予防法の研究・開発、普及を着実に実施するため次
のとおり取り組む。 
ア 中期目標に示された１３分野の労災疾病等に係るモデル医療やモデル予防法
の研究・開発を引き続き実施するため、平成２１年度中に１３分野ごとに新た
な臨床研究・開発、普及計画を作成し、これに基づいて労災疾病等１３分野臨
床医学研究を推進する。 
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イ 中期目標において最重点分野とされた「アスベスト関連疾患」、「勤労者の
メンタルヘルス」、「業務の過重負荷による脳・心臓疾患（過労死）」及び
「化学物質の曝露による産業中毒」の分野並びに「職場復帰のためのリハビリ
テーション及び勤労者の罹患率の高い疾病の治療と職業の両立支援」の分野に
ついては、必要に応じて専任の研究者を配置するとともに、機構本部の研究支
援体制を強化する等研究環境の整備充実を図る。 

ウ 労災疾病等に係る研究を効果的かつ効率的に実施する観点から、現行１研究
センターにつき１分野として１３研究センターを設置している分散型の研究体
制について、平成２１年度末までに診療実績や労災患者数、専門医等研究スタ
ッフの配置状況及び研究開発等を勘案して見直し案を策定する。 

エ 労災疾病等に係る研究開発の推進を図るため、労災指定医療機関である国立
病院等からも症例データを収集することができるような連携体制の構築を図
る。 

オ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（以下「研究所」という。）の労働災
害の予防、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防等に関
する総合的な調査・研究業務と連携を図るとともに、研究所との統合後におい
て統合メリットが発揮できるよう一体的な実施についての検討を行う。 

(２) 研究成果の積極的な普及及び活用の推進 
研究開発された労災疾病等に係るモデル医療法・モデル予防法等の成果の普

及・活用を促進するため、次のとおり取り組む。  
ア 医療機関等を対象としたモデル医療情報、事業者や勤労者を対象としたモデ
ル予防情報などのデータベースを掲載したホームページにおいて、中期目標期
間の最終年度において、アクセス件数を２０万件以上（参考：平成１９年度実
績１３０，６３８件）得る。 

イ 労災病院の医師等に対してモデル医療等に係る指導医育成の教育研修を実施
する。 

ウ 中期目標期間中に、日本職業・災害医学会等国内外の関連学会において、１
３分野の研究・開発テーマに関し、分野ごとに国外２件以上、国内１０件以上
の学会発表を行う。 

エ 労災病院と産業保健推進センターが協働し、労災指定医療機関、産業保健関
係者等に対する研修等を実施する。 

オ 研究所の労働災害の予防、労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、
診断、予防等に関する総合的な調査・研究業務と連携を図るとともに、研究所
との統合後において統合メリットが発揮できるよう効果的・効率的な普及につ
いて検討する。 

カ 勤労者の罹患率の高い疾病と職業の両立支援に関する研究・開発の成果等、
勤労者医療の実践に有用な情報を提供するための機構本部、労災病院、産業保
健推進センター、地域産業保健センター、労災指定医療機関、産業医、行政等
によるネットワーク構築のための検討を行う。 

キ 「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平成２０年１０月３１日内閣総
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理大臣決定）を踏まえ、外部委員を含む研究評価委員会を開催し、各研究テー
マの事前評価を行い、以降毎年度、中間・事後評価を行うことで、その結果を
研究計画の改善に反映させる。 

 
２ 勤労者医療の中核的役割の推進 
(１) 一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的な医療の提供等 
ア 労災病院においては、次のような取組により、労災疾病に関する医療につい
て、他の医療機関では対応が困難な高度・専門的な医療を提供するとともに、
勤労者の疾病と職業生活の両立支援を図り、その質の向上を図る。 
また、勤労者医療を継続的、安定的に支えるため、基盤となる４疾病５事業

等の診療機能を充実させ、地域の中核医療機関を目指す。 
(ア) それぞれの研究分野の専門医からなる検討委員会にて策定した分野ごとの
臨床評価指標により、医療の質に関する自己評価を行う。 

(イ) 研究・開発されたモデル医療を臨床の現場で実践し、症例検討会等で評価
を行うとともに、その結果をフィードバックし研究に反映させる。 

(ウ) 職業に関連した負傷又は疾病の予防、治療からリハビリテーション、医療
の視点から行う勤労者の療養後の職場復帰等の促進に至るまでの一連の取組
についてのガイドラインを作成する。 

(エ) メディカルソーシャルワーカー等を活用し、勤労者の治療を受けながらの
就労の継続、療養後又は療養中の円滑な職場復帰を図ることについて、具体
的な試行を行い、その成果等を活かして国の政策等との連携を図る。 

(オ) 大規模労働災害に備えて、緊急対応が行えるよう災害対策医療チームを直
ちに編成できる危機管理マニュアルを整備する。 

イ 労災病院の医療の質の向上と効率化を図るため、オーダリングシステム、電
子カルテシステム等の導入を進めることにより医療情報のＩＴ化を推進する。 

ウ 次の(ア)及び(イ)の取組により、高度・専門的医療の提供に必要な優秀な人
材を確保するとともに、その資質の向上を図る。 
(ア) 勤労者医療に関する研修内容を盛り込んだ臨床研修プログラムの作成や臨
床研修指導医・研修医を対象とした機構独自の講習会等を通じて、勤労者医
療を実践できる医師の育成に積極的に取り組むことにより、優秀な医師を育
成、確保する。 

(イ) 毎年度、研修カリキュラムを検証し、職種ごとの勤労者医療に関する研修
内容をはじめとする専門研修内容を充実させることにより、職員個々の資質
の向上を図る。 

エ 労災看護専門学校において、勤労者の健康を取り巻く現況や職業と疾病の関
連性等に関するカリキュラムを充実することにより、勤労者医療の専門的知識
を有する看護師を育成する。 

オ 日本医療機能評価機構等の病院機能評価の受審、さわやか患者サービス委員
会活動、クリニカルパス検討委員会の活動等を通じて、より良質な医療を提供
し、全病院平均で８０％以上の満足度を確保する。 
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また、医療安全チェックシートによる自主点検、医療安全相互チェック、医
療安全に関する研修、医療安全推進週間等を継続して実施するとともに、患者
の医療安全への積極的な参加を推進し、医療安全に関する知識・意識の向上を
図る。 

(２) 勤労者に対する過労死予防等の推進 
勤労者に対する過労死・メンタルヘルス不調予防等の推進に関して示された中

期目標を達成するため、次のような取組を行う。 
ア 労働安全衛生関係機関との連携や、予防関連学会等からの最新の予防法の情
報収集等により、指導・相談の質の向上を図る。 

イ 勤労者の利便性の向上を図るため、指導・相談等の実施時間帯の設定に配慮
する。 

ウ 利用者の満足度調査を毎年度実施し、その結果を指導・相談内容に反映させ
ることにより、質の向上を図る。 

エ メンタルヘルス不調者への職場復帰支援体制を整備する。 
オ 指導や相談の結果分析を行い、産業保健推進センターで行う研修等において
活用する。 

(３) 産業医等の育成支援体制の充実 
事業場における産業医等の実践活動を通じて多様な勤労者の健康課題に的確に

対応していくため、労災病院及び勤労者予防医療センターにおいて、高度な専門
性と実践的活動能力を持った産業医等の育成を目指し、産業医科大学と連携を図
りつつ、産業医活動に必要な臨床医学的素養の維持、向上のための育成支援体制
の整備、構築を行う。 

(４) 勤労者医療の地域支援の推進 
労災病院においては、勤労者医療の地域支援の推進に関し示された中期目標を

達成するため、次のような取組を行う。 
ア 患者紹介に関する労災指定医療機関等との連携機能を強化すること等によ
り、中期目標期間の最終年度までに患者紹介率を６０％以上（参考：平成１９
年度実績４９．８％）、逆紹介率を４０％以上とする。 

イ 勤労者医療に係るモデル医療を普及するため、労災指定医療機関の医師及び
産業医等に対して、労災指定医療機関等の診療時間帯に配慮して症例検討会や
講習会を設定することにより、中期目標期間中、延べ１０万人以上（平成１６
年度から平成１９年度までの平均１９，４７５人×５年間の３％増）に対し講
習を実施する。 
また、モデル医療に関し、多様な媒体を用いた相談受付を実施する。 

ウ 高度医療機器の利用促進を図るため、ホームページ、診療案内等による広報
を実施し、高度医療機器を用いた受託検査を中期目標期間中、延べ１５万件以
上（平成１９年度実績２９，０８２件×５年間の５％増）実施する。 

エ 利用者である労災指定医療機関等に対するニーズ調査・満足度調査を毎年度
実施し、診療や産業医活動の上で有用であった旨の評価を７５％以上得るとと
もに、地域支援業務の改善に反映させる。 
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(５) 行政機関等への貢献 
ア 勤労者の健康を取り巻く新たな問題等について、国が設置する委員会への参
加、情報提供等により、行政機関に協力する。 

イ 労災認定に係る意見書等の作成については、複数の診療科にわたる事案につ
いて、院内の連携を密にするなど適切かつ迅速に対応する。 

ウ 労災疾病等に係る研究・開発、普及事業等を通じて得られた医学的知見につ
いては、政策立案等との連携を深めるため、速やかに行政機関に提供する。 

エ 今後、増加が予想されるアスベスト関連疾患に対応するため、労災指定医療
機関等の医師を対象とする当該疾患診断技術研修会を開催する。 

オ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が運営する地域障害者職業センター
において実施しているうつ病等休職者の職場復帰支援等の取組に関し、医療面
において協力する。 

 
３ 重度被災労働者の職業・社会復帰の促進 
(１) 医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営 

医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターにおいては、医学的
に職場・自宅復帰可能である退院患者の割合をそれぞれ８０％以上確保するとと
もに、高度・専門的な医療を提供することにより、患者満足度調査において、そ
れぞれ８０％以上の満足度を確保することとし、次のような取組を行う。 
ア 医療リハビリテーションセンターにおいては、四肢・脊椎の障害、中枢神経
麻痺患者に対し、チーム医療を的確に実施することにより、身体機能の向上を
図るとともに、職業・社会復帰後の生活の質（ＱＯＬ）の向上を図る観点か
ら、生活支援機器の研究開発の実施及び職業リハビリテーションを含めた関係
機関との連携強化に取り組む。 

イ 総合せき損センターにおいては、外傷による脊椎・せき髄障害患者に対し、
受傷直後から一貫したチーム医療を的確に実施することにより、早期に身体機
能の向上を図るとともに、せき損患者に係る高度・専門的な知見に係る情報の
発信に努める。 

(２) 労災リハビリテーション作業所の運営 
ア 各人に適性に応じた社会復帰プログラムの作成や就職指導等により自立能力
を早期に確立し、中期目標期間中の社会復帰率を３０％以上にする。 

イ 都道府県労働局等との連携による就職情報の提供、障害者合同就職面接会等
への参加奨励、個別企業に対する求人開拓等により、早期の就職を支援する。 

 
４ 産業保健活動の積極的な支援と充実したサービスの提供推進 

産業保健推進センターにおいては、労働災害防止計画に定める労働者の健康確保
対策の推進に寄与することを基本方針とし、以下の取組により、産業保健関係者に
対する支援機能を強化する。 
(１) 産業保健関係者に対する研修又は相談の実施 
ア 地域の産業保健関係者に対する実践的かつ専門的な研修又は相談の充実 
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(ア) 産業医等の産業保健関係者に対する研修については、ニーズ調査やモニタ
ー調査等の結果に基づき、研修のテーマや内容に関する専門家による評価を
行い、研修内容の質の向上を図るとともに、中期目標期間中に延べ１万７千
回以上の研修を実施する。 

(イ) 産業保健関係者からの相談については、多様な分野の専門家を確保しつ
つ、相談体制の効率化を図ることにより、中期目標期間中に７万２千件以上
実施するとともに、産業保健関係者に対する研修に有効に活用する。 

(ウ) 研修、相談については、インターネット等多様な媒体での受付等により、
引き続き質及び利便性の向上を図り、産業保健に関する職務を行う上で有益
であった旨の評価を８０％以上確保する。 

(エ) 産業保健推進センター利用者に対し、センター事業が与えた効果を評価す
るための追跡調査を実施して、有効回答のうち７０％以上について具体的に
改善事項が見られるようにする。また、同調査の結果を分析し、事業の更な
る質の向上を図る。 

イ 産業保健に関する情報の提供その他の援助 
(ア) 産業保健関係者に対し、情報誌、ホームページ等により、産業保健に関す
る情報の提供を行うとともに、専門家の意見の反映により、提供する情報の
質の向上を図り、中期目標期間中、ホームページのアクセス件数を９００万
件以上（平成２０年度実績見込１３５万件×５年間の３０％増）得る。 

(イ) 利用者の利便性の向上を図るため、各地域で利用できる産業保健サービス
情報を産業保健推進センターに集約・提供することにより、地域の産業保健
関係者のための総合情報センターとしての役割を果たしていく。 

(ウ) 研究所との統合に向けて、研究所の調査・研究についての関係者に対する
情報提供等について検討する。 

ウ 地域産業保健センターに対する支援の充実 
各産業保健推進センターにおいて、地域産業保健センター運営協議会におけ

る助言を行う。また、地域産業保健センターのコーディネーターに対し、新任
研修に加え、年１回以上能力向上研修を実施するとともに、地域産業保健セン
ターに登録している産業医に対し研修を実施する。 
さらに、地域産業保健センターとの連携による研修を都道府県庁所在地以外

で開催することにより、利用者の利便性の向上を図る。 
(２) 産業保健に係る助成金の支給業務 
ア 業績評価を踏まえた支給業務の見直し及び透明性の確保 

産業保健に係る小規模事業場産業保健活動支援促進助成金及び自発的健康診
断受診支援助成金の支給業務に対する業績評価を行い、業務内容の改善に反映
させることにより、効果的・効率的な支給業務を実施するとともに、評価結果
については、インターネットの利用その他の方法により公表し、透明性を確保
する。 
また、助成期間終了後、助成金事業の効果について把握する。 

イ 助成金に関する周知 
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インターネットの利用その他の方法により広報を行うとともに、労働基準監
督署、地域産業保健センター、労災病院、勤労者予防医療センター等と連携し
て周知活動を実施する。 

ウ 手続の迅速化 
事務処理方法に関するマニュアルの徹底等により手続の迅速化を図ることに

より、中期目標期間中に、申請書の受付締切日から支給日までの期間を原則と
して、小規模事業場産業保健活動支援促進助成金については、４０日以内、自
発的健康診断受診支援助成金については、２３日以内とする。 
また、不正受給防止を図るため、必要に応じて情報収集、実態調査を実施す

る。 
 

５ 未払賃金の立替払業務の着実な実施 
(１) 立替払の迅速化 

審査業務の標準化の徹底を図り、原則週１回払いを堅持するとともに、立替払
制度及びその請求手続に関するパンフレットの改訂、ホームページの充実等情報
提供の強化を図ることにより、不備事案を除き、請求書の受付日から支払日まで
の期間について、平均で３０日以内を維持する。 

(２) 立替払金の求償 
立替払の実施に際し、立替払後の求償について事業主等に対して周知徹底を図

るとともに、破産事案における確実な債権の保全、再建型倒産事案における弁済
の履行督励及び事実上の倒産事案における適時適切な求償を行うことにより、弁
済可能なものについて最大限確実な回収を図る。 
 

６ 納骨堂の運営業務 
毎年、産業殉職者合祀慰霊式を開催するほか、遺族への納骨等に関する相談の実

施及び環境美化を行う。 
また、産業殉職者合祀慰霊式の参列者及び日々の参拝者に満足度調査を実施し、

慰霊の場としてふさわしいとの評価を毎年９０％以上得るとともに、その結果を業
務内容の改善に反映する。 
 

第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
１ 機構の組織・運営体制の見直し 

機構の業務運営を効率的かつ効果的に実施するため、次のとおり取り組む。 
(１) 本部役職員と施設の管理者間の施設運営に関する協議、施設の経営分析に基づ
く指導の強化など、本部の施設運営支援・経営指導体制を強化する。特に、労災
病院については、経営基盤の確立に向けたマネジメント機能を強化する。また、
事業等の見直しに併せ、業務量を検証し、業務の合理化・効率化の観点から、本
部組織の再編を行う。さらに、研究所との統合後において統合メリットが発揮で
きるよう更なる見直しについて検討する。 

(２) 役員の業績、職員の勤務成績、法人の事業実績、社会一般の情勢等を反映した
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人事・給与制度を構築するため、人事・給与制度の見直しを進める。 
 
２ 一般管理費、事業費等の効率化 
(１) 業務運営の効率化による経費節減 

一般管理費（退職手当を除く。）については、人件費の抑制、施設管理費の節
減を図り、中期目標期間の最終年度において、平成２０年度の相当経費に比べて
１５％程度の額を節減する。また、事業費（労災病院、医療リハビリテーション
センター及び総合せき損センターを除く。）については、物品調達コストの縮
減、在庫管理の徹底、業務委託契約・保守契約の見直し等により、中期目標期間
の最終年度において、平成２０年度相当経費に比べて１０％程度の額を節減す
る。 
また、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損センターの運営費交付

金割合については、物品調達コストの縮減、在庫管理の徹底、業務委託契約・保
守契約の見直し等により、労災リハビリテーション工学センター廃止に伴う業務
移管によるものを除き、平成２０年度の割合を超えないものとしつつ、医療水準
の向上を図る。 
産業保健推進センターについては、産業保健サービスの低下を招かないよう

に、賃借料の削減、庶務・経理業務や報告業務等の間接業務の合理的集約化によ
る人件費の削減及び相談体制の効率化等による業務経費の削減を行うことによ
り、中期目標期間の最終年度において、平成２０年度実績に比べて運営費交付金
（退職手当を除く。）のおおむね３割を削減する。 

(２) 給与水準の適正化等 
総人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律」（平成１８年法律第４７号）等に基づく平成１８年度からの５年
間で５％以上削減させるとの基本方針について、着実に取り組むとともに、「経
済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決
定）に基づき、人件費改革の取組を平成２３年度まで継続する。その際、併せ
て、医療法（昭和２３年法律第２０３号）及び診療報酬上の人員基準に沿った対
応を行うことはもとより、労災医療をはじめとした救急医療等の推進のための人
材確保とともに、医療安全を確保するための適切な取組を行う。 
また、事務・技術職員の給与水準について、以下のような観点からの検証を行

い、これを維持する合理的な理由がない場合には必要な措置を講ずることによ
り、給与水準の適正化に速やかに取り組むとともに、その検証結果や取組状況に
ついては公表する。 
ア 職員の在職地域や学歴構成等の要因を考慮してもなお国家公務員の給与水準
を上回っていないか。 

イ 給与体系における年功的要素が強いなど、給与水準が高い原因について、是
正の余地はないか。 

ウ 国からの財政支出の大きさ、累積欠損の存在、類似の業務を行っている民間
事業者の給与水準等に照らし、現状の給与水準が適切かどうか十分な説明がで
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きるか。 
エ その他、給与水準についての説明が十分に国民の理解を得られるものとなっ
ているか。 

(３) 随意契約の見直し 
契約については、「随意契約見直し計画」（平成１９年１２月策定）に基づ

き、一般競争入札等を原則として、以下の取組により、随意契約の適正化を推進
する。 
ア 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組
状況を公表する。 

イ 一般競争入札等により契約を行う場合、合理的な理由なく特定の業者以外の
参入を妨げる仕様としない。また、企画競争や公募を行う場合には、競争性、
透明性が十分確保される方法により実施する。 

ウ 監事等による監査において、入札・契約の適正な実施について徹底的なチェ
ックを行うよう要請する。 

(４) 医業未収金の徴収業務の効率化 
すべての労災病院における医業未収金の徴収業務を、本部において一括して民

間競争入札を実施し、適正な債権管理業務を行う。 
 

３ 労災病院の在り方の総合的検討 
労災病院については、平成２２年度末を目途に個々の病院ごとに、政策医療に係

る機能、地域医療事情、経営状況等について総合的に検証し、その結果を公表する
とともに、必要な措置を講ずる。 
その際、労災病院の近隣に国立病院等がある場合は、都道府県が策定する医療計

画、地理的配置状況や担っている医療機能等を踏まえ、個々の病院単位で労災病院
と国立病院との診療連携の構築を始め効率的な運営可能性について検討を行う。 
また、厚生労働省において、平成２５年度末までに、所管の独立行政法人が運営

する病院全体について、それらの病院が果たすべき政策医療及び地域医療における
役割を勘案しつつ、政策目的に沿った医療供給体制の最適化を図る観点から総合的
な検討を行うに当たり、必要な協力を行う。 

 
４ 保有資産の見直し 

事務及び事業の見直しの結果生じる遊休資産及び利用予定のない宿泊施設等につ
いては、国の資産債務改革の趣旨を踏まえ、早急に処分を行う。 

 
第３ 予算、収支計画及び資金計画 

１ 中期目標中「第３ 業務運営の効率化に関する事項」で定めた効率化目標及び次
の事項を踏まえた予算、収支計画及び資金計画を作成する。 
(１) 労災病院については、新入院患者の増を図ること等により診療収入を確保しつ
つ、人件費の適正化、物品調達コストの縮減、効果的な設備投資等による経費の
縮減を図ることにより、計画的に経営を改善する。 
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また、労災病院の保有資産のうち、中期目標期間又は前中期目標期間中におい
て、独立行政法人労働者健康福祉機構法（平成１４年法律第１７１号）附則第７
条に基づく資産処分以外の資産処分により生じた収入については、医療の提供を
確実に実施するため、労災病院の増改築費用等への有効活用に努める。 

(２) 労働安全衛生融資については、貸付債権の適切な管理・回収を行うことによ
り、確実な償還を行う。 

 
２ 予算（人件費の見積もりを含む。） 

別紙２のとおり 
 

３ 収支計画 
別紙３のとおり 

 
４ 資金計画 

別紙４のとおり 
 
第４ 短期借入金の限度額 

１ 限度額 
４，０３８百万円（運営費交付金年間支出の１２分の３を計上） 

 
２ 想定される理由 

運営費交付金の受入の遅延による資金不足等 
 
第５ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 

「第２ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置」の「４ 保
有資産の見直し」に基づき、次のア及びイに掲げる保有資産を速やかに処分するため、
売却業務を民間等に委託するなど具体的方策を講じ、中期目標期間の最終年度までに処
分が完了するよう努める。 

ア 病院 
青森労災病院付添者宿泊施設、岩手労災病院職員宿舎、岩手労災病院付添者

宿泊施設、東京労災病院職員宿舎、旭労災病院職員宿舎、和歌山労災病院移転
後跡地、関西労災病院職員宿舎跡地、九州労災病院移転後跡地、九州労災病院
門司メディカルセンター職員宿舎、霧島温泉労災病院、霧島温泉労災病院職員
宿舎、福井総合病院労災委託病棟 

イ 病院以外の施設 
労災リハビリテーション北海道作業所、労災リハビリテーション北海道作業

所職員宿舎、労災リハビリテーション広島作業所、水上荘、恵那荘、別府湯の
もりパレス 

 
第６ 剰余金の使途 
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本中期目標期間中に生じた剰余金については、労災病院においては施設・設備の整
備、その他の業務においては労働者の健康の保持増進に関する業務の充実に充当する。 

 
第７ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 
(１) 運営費交付金を充当して行う事業に係る常勤職員については、業務の簡素化、
効率化等により、その職員数の抑制を図る。 

(２) 人材の有効活用と職員の能力向上を図るため、施設間の人事交流を推進する。 
 

２ 施設・設備に関する計画 
(１) 労災病院に係る計画 

中期目標期間中に整備する労災病院の施設・整備については、別紙５のとおり
とする。 

(２) 労災病院以外の施設に係る計画 
労災病院以外の施設について、施設整備費補助金により施設整備を図る。 

ア 施設名 
総合せき損センター、千葉労災看護専門学校、岡山労災看護専門学校、熊本

労災看護専門学校 
イ 予定額 

総額 １４，３１０百万円（特殊営繕、機器等整備を含む。） 
 

第８ その他業務運営に関する重要事項 
１ 労災リハビリテーション工学センター及び海外勤務健康管理センターの廃止 
(１) 労災リハビリテーション工学センターについては、せき損患者に対する日常生
活支援機器の研究開発機能を、医療リハビリテーションセンター及び総合せき損
センターの各工学部門に移管した上で、平成２１年度末までに廃止する。 

(２) 海外勤務健康管理センターについては、平成２１年度末までに廃止する。 
 

２ 労災リハビリテーション作業所の縮小・廃止 
労災リハビリテーション作業所については、在所年齢の上限の徹底等を図るとと

もに、国の関連施策と連携し、在所者の意向の把握、退所先の確保を図りつつ、縮
小・廃止する。 
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別紙１（第１のⅡの１の(１)関係） 
 
 

労災疾病等に係る研究・開発、普及テーマ 
 
 

分野名 研究・開発、普及テーマ 
① 四肢切断、骨折等の
職業性外傷 

・職業性の四肢の挫滅損傷及び外傷性切断に対する早期治療等に関
する地域医療連携体制の構築に係る研究・開発、普及 

② せき髄損傷 ・せき髄損傷の予防法と早期治療体系の確立に係る研究・開発、普
及 

③ 騒音、電磁波等によ
る感覚器障害 

・職場環境等による急性視力障害の予防、治療法に係る研究・開
発、普及 

④ 高・低温、気圧、放
射線等の物理的因子に
よる疾患 

・職業性皮膚疾患の診断、治療、予防のためのデータベース構築に
係る研究・開発、普及 

⑤ 身体への過度の負担
による筋・骨格系疾患 

・職場における腰痛の発症要因の解明に係る研究・開発、普及 

⑥ 振動障害 ・振動障害の末梢循環障害、末梢神経障害等の客観的評価法に係る
研究・開発、普及 

⑦ 化学物質の曝露によ
る産業中毒 

・産業中毒の迅速かつ効率的な診断法に係る研究・開発、普及 

⑧ 粉じん等による呼吸
器疾患 

・じん肺に合併した肺がんのモデル診断法に係る研究・開発、普及 
・じん肺合併症の客観的評価法に係る研究・開発、普及 
・新たな粉じんにより発症するじん肺の診断・治療法に係る研究・
開発、普及 

⑨ 業務の過重負荷によ
る脳・心臓疾患（過労
死） 

・業務の過重負荷による脳・心臓疾患の発症要因に係る研究・開
発、普及 

⑩ 勤労者のメンタルヘ
ルス 

・職場におけるメンタルヘルス不調予防に係る研究・開発、普及 
・うつ病の客観的診断法に係る研究・開発、普及 

⑪ 働く女性のためのメ
ディカル・ケア 

・働く女性の月経関連障害及び更年期障害のＱＷＬ（Quality of 
Working Life）に及ぼす影響に係る研究・開発、普及 
・女性の深夜・長時間労働が内分泌環境に及ぼす影響に係る研究・
開発、普及 

・働く女性のストレスと疾病発症・増悪の関連性に係る研究・開
発、普及 

⑫ 職業復帰のためのリ
ハビリテーション及び
勤労者の罹患率の高い
疾病の治療と職業の両
立支援 

・早期職場復帰を可能とする各種疾患に対するリハビリテーション
のモデル医療に係る研究・開発、普及 
・疾病の治療と職業生活の両立を図るモデル医療及び労働者個人の
特性と就労形態や職場環境等との関係が疾病の発症や治療、予防
に及ぼす影響等に係る分野横断的研究・開発、普及 

⑬ アスベスト関連疾患 ・中皮腫等のアスベスト関連疾患の救命率の向上を目指した早期診
断・治療法及び予防法に係る研究・開発、普及 
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別紙２（第３の２関係） 
 

中期計画（平成２１年度から平成２５年度まで）の予算 

 
（労働者健康福祉機構） （単位：百万円） 

区       別 金    額 

  

収  入 

運営費交付金 

施設整備費補助金 

その他の国庫補助金 

民間借入金 

求償権回収金 

貸付金利息 

貸付回収金 

業務収入 

受託収入 

業務外収入 

１,５８１,３６３ 

５０,０２９ 

１４,３１０ 

９４,５７５ 

１５,７４０ 

２６,６５９ 

２１３ 

２,０８０ 

１,３６３,６０８ 

０ 

１４，１４７ 

  

支  出 

業務経費 

本部業務関係経費 

病院業務関係経費 

施設業務関係経費 

賃金援護業務関係経費 

産業保健業務関係経費 

施設整備費 

受託経費 

借入金償還 

支払利息 

一般管理費 

物件費 

人件費 

退職手当 

１,５６１,３９６ 

１,４３１,５２５ 

７,４９８ 

１,２６６,５５０ 

３７,０５８ 

１１９,７７１ 

６４８ 

１４,３１０ 

０ 

１８,４１８ 

３３６ 

９６,８０８ 

３４,０６０ 

５３,３００ 

９,４４７ 

  
 
（注釈）金額欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
〔人件費の見積もり〕 
期間中総額５２０，９５３百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員給（非常勤役員給与

を除く。）並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用
である。 
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〔運営費交付金の算定ルール〕 
平成２１年度の運営費交付金は、第一期中期目標期間における運営費交付金算定ルールにより

決定する。 
平成２２年度以降の各事業年度の運営費交付金については、次の算出式により決定する。 
運営費交付金額＝〔人件費＋｛一般管理費(Ａ)×ε｝×γ2〕＋〔業務経費｛(Ｒ1)×γ3×δ1

×ε｝＋｛(Ｒ2)×δ2×ε｝〕＋特殊要因(Ｘ)－自己収入の額(Ｉ) 
人件費 ＝ 基本給等(Ｂ)＋退職手当(Ｓ) 
Ｂ ：役員給与及び職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、社会保険料等の人件費（退職

手当を除く。）をいい、次の算出式により決定する。 
Ｂ＝｛(Ｐ1×α×β＋Ｐ2×β＋Ｐ3)×γ1｝＋(Ｐ4×α×β＋Ｐ5×β＋Ｐ6) 

Ｂ ：当該年度の基本給等 
Ｐ1：前年度の基本給等中昇給及び給与改定の影響を受けるもの（Ｐ4を除く。） 
Ｐ2：前年度の基本給等中給与改定の影響を受けるもの（Ｐ5を除く。） 
Ｐ3：前年度の基本給等中昇給及び給与改定の影響を受けないもの（Ｐ6を除く。） 
Ｐ4：前年度の基本給等中昇給及び給与改定の影響を受けるもの（医療リハビリテーション

センター及び総合せき損センター（事務部門及び諸謝金を除く。）に係るもの) 
Ｐ5：前年度の基本給等中給与改定の影響を受けるもの（医療リハビリテーションセンター

及び総合せき損センター（事務部門及び諸謝金を除く。）に係るもの） 
Ｐ6：前年度の基本給等中昇給及び給与改定の影響を受けないもの（医療リハビリテーショ

ンセンター及び総合せき損センター（事務部門及び諸謝金を除く。）に係るもの) 
α ：運営状況等を勘案した昇給原資率 
β ：運営状況等を勘案した給与改定率 
Ｓ ：当年度退職予定者及び前年度以前の予定外退職者に対応した退職手当分の退職手当額

（各事業年度の予算編成過程において決定） 
Ａ ：前年度管理部門に係る物件費（謝金、旅費、庁費、保険料、各所修繕費等の合計額） 
Ｒ1：前年度の業務に係る経費（人件費、一般管理費以外の経費）のうち業務効率化等の影

響を受けるもの 
Ｒ2：前年度の業務に係る経費（人件費、一般管理費以外の経費）のうち業務効率化等の影

響を受けないもの 
Ｘ：平成２２年度以降、特殊要因により新規追加・拡充又は縮減された経費（中期目標期

間を通じて、他の経費には分類しないものとする。）に係る当年度の所要額（人件費
を含む。） 

Ｉ ：各年度において見積もりにより計上した自己収入の額 
γ ：業務の効率化等における効率化係数 
δ ：業務政策係数 
ε ：消費者物価指数 

【中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等】 
中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数は、各事業年度の運営費交付金算定時に具体

的な係数値を決定することとし、以下の仮定のもとに試算している。 
１ α、β、δ1、δ2、εについては、変動がないもの（±０％）と仮定した。 
２ γ1については、平成２２年度△６．２３５５６％、平成２３年度△２．４４４６％、平成２
４年度△２．４６１１％、平成２５年度△２．４６％と仮定した。 

３ γ2については、平成２２年度△２．８８８１４％、平成２３年度△２．５２７％、平成２４
年度△２．４５５２％、平成２５年度△２．４６００５％と仮定した。 

４ γ3については、平成２２年度△６．２７９０９％、平成２３年度以降△０．０６％と仮定し
た。 
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別紙３（第３の３関係） 
 

平成２１年度から平成２５年度までの収支計画 

 

（労働者健康福祉機構） （単位：百万円） 

区       別 金    額 

  

費用の部 

経常費用 

医療事業費 

未払賃金立替払業務費用 

一般管理費 

財務費用 

臨時損失 

１，５１０，５０２ 

１，５０５，７６３ 

１，３９３，８３６ 

９０，８３９ 

１９，７６１ 

１，３２８ 

４，７３９ 

  

収益の部 

経常収益 

医療事業収入 

運営費交付金収益 

施設費収益 

補助金等収益 

財源措置予定額収益 

寄付金収益 

財務収益 

その他の収入 

臨時利益 

１，５２１，０２６ 

１，５２０，９６７ 

１，３６１，６７６ 

５０，０８４ 

２，２７０ 

９１，６９４ 

３６０ 

２９ 

２，３８７ 

１２，４６６ 

５９ 

  

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

１０，５２３ 

－ 

１０，５２３ 

  

（注釈）金額欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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別紙４（第３の４関係） 
 

平成２１年度から平成２５年度までの資金計画 

 

（労働者健康福祉機構） （単位：百万円） 

区       別 金    額 

  

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

１，６７３，３１０ 

１，４５５，０８１ 

７３，７６５ 

３５，８３４ 

１０８，６３０ 

  

資金収入 

業務活動による収入 

業務収入 

運営費交付金による収入 

国庫補助金による収入 

未収財源措置予定額収入 

その他の国庫補助金収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費補助金による収入 

その他の収入 

財務活動による収入 

前中期目標期間よりの繰越金 

１，６７３，３１０ 

１，５５１，１７２ 

１，３８４，１３８ 

５０，０２９ 

９４，５７５ 

６８３ 

９３，８９３ 

２２，４２９ 

４０，９２６ 

１４，３１０ 

２６，６１６ 

１５，７４０ 

６５，４７２ 

  
 
（注釈１）未収財源措置予定額収入については、職場環境改善等資金貸付金の貸倒償却に充てるた

め、未収財源措置予定額のうち、本中期目標期間に労働安全衛生融資資金利子補給等補助金を

もって償却に必要な額を財源措置される計画の収入である。 

なお、本中期目標期間に措置されなかったものについては、償却時期に応じ本中期目標期間

以降に必要な額を財源措置されるものである。 

（注釈２）金額欄の数字は、四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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別紙５（第７の２関係） 
 
 

労災病院の施設・設備に関する計画 
 
 
労災病院の収入は、全額が自己財源である診療収入であり、この診療収入は、医療環境の変化や労

災病院の医療面及び経営面の努力等により増減するものである。 

また、施設・設備への投資は、診療収入の多寡を左右する面とともに収益力により制約されざるを

得ない面がある。 

労災病院においては、労災病院が担うべき医療を中長期的に安定して実施できるよう、本中期計画

期間中、施設・設備について、医療面の高度化や経営面の改善及び患者の療養環境の改善が図られる

よう、必要な整備のための投資を行うものとする。 

このため、本中期計画期間中の総投資額は、第一期中期計画期間中に投資決定した整備を含め、３

４６億円程度とし、その財源についてはすべて自己資金とする。 

なお、労災病院内外の状況の変化に応じて、総投資額は５０億円程度の増減があり得るものとする。 
 

【平成２１年度から平成２５年度までの施設・設備に関する計画】 
区分 予定額 

施設・設備 ３４６億円±α 
（財源：自己資金） 
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